
環境省

環境省自然環境局国立公園課
〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2
中央合同庁舎5号館
TEL.03-3581-3351（代表）
環境省ホームページ：http://www.env.go.jp/

国立公園ホームページ：http://www.env.go.jp/park

釧路自然環境事務所
〒085-8639

北海道釧路市幸町10-3釧路地方合同庁舎４階
0154-32-7500

東北地方環境事務所
〒980-0014

宮城県仙台市青葉区本町3-2-23仙台第二合同庁舎6階
022-722-2870

関東地方環境事務所
〒330-6018

埼玉県さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいたま新都心ビル18階
048-600-0516

中部地方環境事務所
〒460-0001

愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
052-955-2130

長野自然環境事務所
〒380-0846

長野県長野市旭町1108長野第一合同庁舎3階
026-231-6570

近畿地方環境事務所
〒540-6591

大阪府大阪市中央区大手前1-7-31大阪マーチャンダイズマート（OMM）ビル8階
06-4792-0700

中国四国地方環境事務所
〒700-0907

岡山県岡山市北区下石井1-4-1　岡山第２合同庁舎11階
086-223-1577

高松事務所
〒760-0023

香川県高松市寿町2-1-1高松第一生命ビル新館6階
087-811-7240

九州地方環境事務所
〒860-0047

熊本県熊本市西区春日2-10-1　熊本地方合同庁舎B棟4階
096-322-2400

那覇自然環境事務所
〒900-0022

沖縄県那覇市樋川1-15-15　那覇第一地方合同庁舎1階
098-836-6400

北海道地方環境事務所
〒060-0808

北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎3F
011-299-1950
TEL

日本の国立公園は、日本を代表する自然の風景地

として、自然公園法という法律に基づいて国（環境

省）の指定を受け、管理されています。国立公園は、

全国で34カ所が指定されていて、56カ所ある国定公

園、300カ所を超える都道府県立自然公園とともに、

日本の自然公園のネットワークを作り、その中心と

なっています。国立公園の面積は合計約219万ヘク

タールで、日本の国土面積の約5.8％を占めています。

国立公園は開発の波から自然を守り、自然とのふれ

あいの場としてだれもが利用できるところで、年間

約３億もの人が訪れています。

狭い国土に大勢の人が住み、昔から土地をきめ細

かく利用してきた日本では、広い国土を持つアメリ

カ合衆国とは異なり、国立公園の土地すべてを公園

専用とすることはできません。そのため、日本の国立

公園は、多くの民有地も含んで指定されています。

この結果、集落や住宅地があるところや、農林業など

の産業が行なわれているところも含まれています。

国立公園の管理は、人々のくらしやこれらの産業な

どとの調整をしながら進められています。

世界で初めて国立公園を作ったのはアメリカ合衆

国で、1872年にイエローストーン国立公園が指定され、

やがて世界各国に広まりました。日本もアメリカ合

衆国の国立公園制度などを手本にして準備をすす

め、1934年3月に初めて瀬
せ

戸
と

内
ない

海
かい

、雲
うん

仙
ぜん

及び霧島
きりしま

の3

つの国立公園が指定されました。

第2次世界大戦までに12の公園が指定され、戦後さ

らに公園が指定され、2017年には34番目の国立公園

南アルプス国立公園

奄美群島国立公園

行為の規制
国立公園の中では、自由に建物

を建てたり、木を切ったりするな
ど、自然の風景を変えるようなこ
とは、自然公園法で規制されてい
ます。特に大切なところ（特別保護
地区）では、植物や昆虫の採集は
もちろん、たき火をしたり、落ち
葉を拾うこともできません。

マイカーの規制
たくさんの自家用車による排気
ガスで道路沿いの木が枯れたりす
ることを防いだり、車の渋滞を解
消するためマイカーの利用を規制
し、バスなど限られた車だけで人
を運ぶようにしています。富士山、
上高地、尾瀬、屋久島など、利用
者の集中する国立公園で行なって
います。

自動車などの乗り入れの規制
ウミガメが卵を産みに来る砂浜
や、貴重な植物の生育地などは人
為による影響をとても受けやすい
地域です。そのような地域を指定
して野生生物の生息・生育環境な
どに悪影響を与えないように、自
動車、スノーモービル、モーター
ボートなどが入ることも規制して
います。

自然再生
国立公園の中にも、過去に損な
われた自然を積極的に取り戻すこ
とが必要な場所があります。そこ
では、地元の人々や専門家と協力
して調査・対策・モニタリングを
繰り返しながら、湿原を回復させ
たり、森を元の植生に戻したりと、
自然生態系の健全性を取り戻す活
動を行っています。

美化清掃
自然の中に残されたゴミは、見た
目が汚いだけでなく、動植物の生態
にも悪影響を与えます。ゴミは自
宅まで持ち帰るのが原則ですが、捨
てられたゴミを片づけたり、トイレ
のし尿をきちんと処理し、施設を清
潔に保つことも、大切な仕事です。
国立公園の美化清掃のために、多く
の人たちが働いています。

みなさんに心がけてほしいこと
国立公園を訪れる”みなさん”もまた、自然をまもるパートナーです。国立公園の自然をまもるためには、訪れる人

の心がけもたいせつです。自然を傷つけないために、訪れる人は皆、少なくとも次のことを守ってください。
①ゴミは捨てずに自宅まで持ち帰る ②歩道をはずれて湿原などに入らない ③植物や動物を採らない
また、自然は、つねに美しく楽しい面だけを見せてくれるわけではありません。高い山への登山や海でのシュノー
ケリングなど、急な天候の変化や事故・災害などに対しては、それなりの準備と心がまえが必要です。

民有地の買上
日本の国立公園は、その中に民
有地が多く含まれています。この
ようなところではいろいろな行為
にきびしい規制を加えるのはむず
かしいので、自然の大切なところ
では、民有地を買上げる制度があ
ります。

サンゴを食べるオニヒトデの駆除

蘇くじゅう国立公園の阿蘇地域では、平成15年12月から、

(財)阿蘇グリーンストックが公園管理団体として活動して

います。公園管理団体は、環境大臣の指定を受けたＮＰＯ法人

や公益法人で、自然の風景地の管理、歩道や園地等の点検・補

修などを業務としており、同財団は、草原景観を保全するため

の野焼きなどの管理作業を支援しています。また、活動する地

域の中には、一定期間、土地の所有者等に替わって管理を行う

風景地保護協定の締結地があります。

公園管理団体の活動と風景地保護協定

パークボランティア
国立公園ごとに登録を

して、自然解説、美化清掃、
施設の簡単な修繕、自然の
調査など、自分のできるこ
とに合わせて活動をして
もらっています。いま、
全国で約1,600人が登録
されています。

子どもパークレンジャー
小学生から中学生のみな
さんが、レンジャーやパー
クボランティアとともに、
国立公園のパトロールや、
動物や植物の簡単な調査
などを行ないます。全国
の国立公園などで夏休み
を中心に毎年行なってい
ます。

グリーンワーカー
貴重な植物の盗掘防止や
動植物調査、また、登山
道の手入れのような特別
な技術を必要とするなど、
ボランティア活動では難
しい仕事については、地
元の人たちに行なっても
らっています。

自然公園指導員
自然公園を訪れる人に

ルールを守ってもらうよ
う注意したり、遭難などの
事故を防ぐためパトロー
ルなどの活動を行なって
います。また、公園内の
施設が破損していないか
どうかなどの状況報告を
行なってもらっています。

＊国立公園の現場にいる環境省の職員をレンジャーといいます。国立公園の様々な手続きを扱うほか、公園のパトロール、公園をどのように保護・利用
していくかの計画づくり、環境省が持っている土地などの管理や公園の自然についての調査をしています。また、自然観察会を実施するなど、国立公園
を訪れる人々とのふれあいの手助けもしています。

＊＊パークボランティアや子どもパークレンジャーの募集については、各地方環境事務所等にお尋ねください。

野焼き（草原管理）作業
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＊
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国立公園

登山やハイキング、スキー、キャンプ、カ

ヌー、シュノーケリング、バードウォッチン

グや自然観察など、経験や体力に応じて、自

然とのふれあい方は様々です。国立公園では、

歩道やキャンプ場など自然とのふれあいの場

を整備し、みなさんに提供しています。

国立公園の自然や歴史を知り、より深く自

然とふれあえるように、国立公園の主なとこ

ろにはビジターセンターが作られています。

ビジターセンターでは、展示やスライド・ビ

デオなどでその公園の紹介やガイドを行なっ

ているほか、自然観察会やクラフト教室など、

さまざまな行事が行なわれています。

遊歩道の整備

※これらの地方環境事務所等のもとに、きめ細やかな現地管理を行う自然保護官事務所等が設置されています。

表紙の写真（上）中部山岳国立公園

（中）尾瀬国立公園

（下）慶良間諸島国立公園

や、増えすぎたシカの対策、外来生物の対策など、いろ
いろなことを行なっています。
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特別保護地区 

第1種特別地域 

第2種特別地域 

第2種特別地域 

第3種特別地域 

普通地域（陸域） 

国立公園区域外 

海域公園地区

普通地域（海域）

PP

キャンプ場 

園地 

ビジター 
センター 

P 駐車場 

山小屋・ホテル 

遊覧船 

車道 
歩道 

公園計画概念図 
特別保護地区 

第１種特別地域 

第2種特別地域 

第3種特別地域 

普通地域 

海域公園地区

●公園計画の考え方 

保護のための計画 

利用のための計画 

 土地の自然の状態や使われ方によって、特別保護地区、
第1種から第3種までの特別地域、普通地域に分けます。
規制は特別保護地区が最も厳しく、普通地域になるに従っ
て緩やかになっています。 
 また、それぞれの公園の自然保護と利用のバランスを
考えて、計画的に施設の整備を行なうために公園ごとに
山小屋や登山道やビジターセンターの配置を考えます。 

特別保護地区 287,938ha

第2種特別地域 517,018ha

第1種特別地域 280,640ha

第3種特別地域 514,216ha

普通地域 589,992ha

国立公園の地種区分 （総面積2,189,804ha） 

特別地域 

→陸域海域←
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国立公園ホームページ

　　　立公園の景色や自然は、国立公園ホームページ（http://www.env.
　　　go.jp/park/）で紹介しています。このページでは、それぞれの国
立公園の最新ニュースや自然観察会などのイベント情報や動植物など
の情報がわかります。さらに、国立公園の美しい風景の写真をダウンロ
ードできたり、最新のライブ映像を見たり（※）することができます。
国立公園ホームページにアクセスすれば、出かける前に情報を得たり、
実際に行くことができなくても、それぞれの国立公園の特色や自然を知
って、楽しむことができます。
※インターネット自然研究所（http://www.sizenken.biodic.go.jp/）への
リンクとなります。

として奄美群島国立公園が指定され、現在にいたっ
ています。


